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１，介護保険の状況
を知っていますか

はい はい はい はい いいえ はい 回答が届いていません 回答が届いていません はい 連絡がとれません

介護保険の制度崩壊
を食い止めるため具
体策を持っています
か？

はい はい はい いいえ はい はい

具体案

自治体換算で１件もない自治
体が２割もあるとは知りません
でしたが、訪問介護事業所が
近年減少傾向にあることは知っ
ています。具体策かどうかは分
かりませんが、これからの介護
に関わる人材確保のために介
護報酬を上げていく必要はある
と思っています。一方、訪問介
護についてはデイケアを主力と
した上で訪問介護の効率化を
図っていかなければならないの
ではないかと考えています。

現役世代の「介護離職」が年間
10万人にのぼるなど、あらゆる
世代の重大問題になっていま
す。介護職員の賃上げと労働
条件の改善、介護報酬の底上
げなど、介護の基盤崩壊を打
開するため、介護保険の国庫
負担割合を原稿の25％から
35％に引き上げて、国費投入を
1.3兆円増やします。介護の事
業が消失の危機にある自治体
に対し、国費で財政支援を行う
仕組みを緊急につくり、”民間
任せ”では事業が成り立たない
事業所・施設の運営を国費で
支えます。

高齢化の進展により、今後も介
護保険制度を利用される方は
増えることが予想されます。介
護保険料の上昇は避けられな
い課題ですが、できる限り抑制
し、介護サービスの質を確保し
つつ、給付と負担のバランスを
介護だけでなく、医療、年金等
の社会保険制度全体を持続可
能なものにするために今一度
真剣に議論すべきと考えます。

給付を増やしたり、公費負担を
増やす事は抜本的な解決にな
らない。少子高齢化と家族制度
崩壊、教育のあり方等、総括的
に考えていく必要がある。

介護保険制度の抜本的改革し
かない
（１）施設介護から在宅介護へ
の切り替え（施設介護が介護費
用増大の根元）
（２）「命」の見つめ直し：人間は
社会的動物である基本に立ち
返り、無駄な延命、年金の支払
いの削減
（３）高齢者医療に対して、介護
と医療の保険適応の選択制の
導入
（４）介護保険の現金支給(給
付）の検討
（５）健康寿命の促進で若者へ
の未来の提言、政策をはかるこ
とで、介護医療の展望も広がっ
てくる。

[れいわ新選組は、基本政策の
中で、「民間事業者だけでは必
要なサービスの量と質がまかな
えない、過疎地域で訪問介護
サービス事業所がないなど、個
別の事情により介護を断られる
利用者等に対応するため自治
体の福祉職を増員し、「公務員
ヘルパー」を創設する。」「年間3
兆円の財政投資で介護従事者
の給与を月10万円引き上げ、
介護現場で働きたい人を増や
す」を掲げています。

２　介護報酬の増額
に賛成か？

はい はい はい はい はい はい はい

いまのままでは将来、介護を担
う人材が大幅に減少してゆくこ
とが予想されます。また、今以
上にその必要性は高まっていく
と考えています。将来の人材確
保の為にも、週休二日できちん
と休みをとれるようにワークライ
フバランスを向上させ、人材を
維持していく必要があります。
介護報酬の増額は必要だと
思っています。

介護保険制度への国家負担を
10％増やし、公的助成で賃上
げをすすめ、ホームヘルパー、
ケアマネジャーなどの介護職の
賃金を「全産業平均」並みに引
き揚げます。

介護人材の確保は喫緊の課題
であることから、他産業との賃
金差等もふまえ、更なる処遇改
善を進める必要があると考えま
す。昨年度の改定では、介護保
険報酬全体で＋1.59％を確保さ
れていますが、今後の改定に
ついても充分に議論すべきと考
えます。

報酬引き上げはすべての労働
者で言えること。特に保育や介
護現場では弱者に優しく対応す
る能力や根気が必要であり、報
酬が少ないと優秀な人材を確
保し難い。

医療介護分野での経営をする
中で、医療介護に対する評価
は低いと感じる。介護職員の給
与をあげるためには、上記に述
べた医療介護制度の抜本的な
改革が大前提となる。さらに介
護の国家のあり方を確固たるも
のにしない限り、実現困難であ
る。そのためには、おバカな思
考停止した記号化された国会
議員しか生まない政党選挙制
度の排除が不可欠。

問1にあるように、2024年４月の
介護報酬引き下げ後、訪問系
事業所の休廃止が加速し、
サービス “空白”地域では、要
介護の高齢者が地域で暮らし
続けることが難しくなっていま
す。また都市部でも、ヘルパー
不足も相まって事業所の閉鎖、
訪問介護事業の縮小を余儀な
くされる事業所が出ています。
即刻、基本報酬減額を撤回し、
制度開始以来、条件付の加算
ばかり増やして全く上がってい
ない基本報酬をアップさせるべ
きです。一方で、基本報酬の増
額は，利用者負担増ともなりま
す。そのため、介護保険の国庫
負担の割合を少なくとも今の２
５％→50％以上に引き上げ介
護保険料を引き下げ、利用者
負担を全員1割負担に戻し、住
民税非課税世帯に対する利用
料免除の制度をつくるなどの利
用者負担減施策とセットで行う

３　介護方針であるケ
アプランの有料化に
賛成か？

わからない いいえ はい
今後の検討課題との認識です
ので、回答を差し控えさせてい
ただきます。

いいえ どちらでもいい いいえ

無料でできればいいとは思う
が、どこまで財政的に無料でで
きる支援が可能かどうかわから
ない。これからも介護制度の利
用が増えてゆくだろうことも考え
ると、若干の応能負担は必要で
あろうかとも思う。どのくらいの
金額で、どのくらいの頻度で必
要なのか？維持継続するため
にどのくらいの負担が適当なの
か、どのくらいなら負担が可能
なのかよくよく現状を分析した
上で検討すべきだと思います。

ケアプラン作成の有料化はケア
マネジャーの処遇改善を口実
にしたものです。ケアマネ
ジャーの処遇改善は国の責任
で行うべきで、利用者に負担を
押し付けるべきではありませ
ん。

全世代型社会保障制度の構築
のため、現役世代に負担感が
増大している背景もあり、応能
負担についても議論することは
必要であると考えます、。

有料化すれば介護を受けようと
する家族に負担が重くのしかか
るため。各自治体の介護保険
特別会計で賄う姿勢は堅持す
べき。その中で必要部分は国
費を投じるべき。

現在のケアプラン作成　ケアマ
ネは、所詮は民間企業の職員
にすぎない。無駄なプラン、所
属する企業、病院の利益を最
優先せざるを得ない。プランニ
ングの前提を変えない限り、有
料化、無料化など意味はない

それでなくとも介護保険料の負
担が重いうえに、ケアプラン作
成を有料化すると、経済的に余
裕のない方々がケアプラン作成
を控えて介護サービスの利用
開始が遅れ、結果的に要介護
度が重くなったり、生活の困難
度が上がることにつながりかね
ません。



４　要介護１・２の訪
問介護（生活援助）を
介護保険事業対象外
にして市町村の総合
事業へ移行する案に
賛成か？

わからない いいえ いいえ はい いいえ どっちでもいい いいえ

その移行の内容や具体的な内
容について、私自身初めて聞
いた内容なので全く把握してい
ない。国や自治体の予算的な
都合なのだとは思うが、その内
容がどの程度維持されているも
のなのか、どの程度効率化され
るものなのか具体的な内容を
知らないので今現在はまだ賛
成反対その他意見を言える立
場、意見を表明できる立場にな
い。

在宅介護が崩壊し、親の介護
のための「介護離職」がさらに
増え、「保険あって介護なし」を
招きます。

総合事業は、社会福祉協議会
や地域の包括支援センター等
様々な主体が協力し、地域の
実情に応じて住み慣れた地域
で安心して暮らし続け、介護だ
けでなく、介護予防も含め、効
果的で効率的な支援体制を整
備することを目的としたもので
あり、自立した生活を送ってもら
う上でも必要な措置になると考
えます。

すでに介護保険改革の中で、
日常生活支援総合事業にして
久しい。これは介護保険財政を
莫大化しないための一時的な
予防的措置に見える。昔は家
族、特に大家族があり、介護保
険そのものはなかった。つま
り、家族制度への可能な限りの
回帰、消費税廃止、少子化対
策、労働者派遣法、政令見直し
等、総合的に進める必要があ
る。

要は利用者にとって、利益にな
ればいい。介護保険制度その
もの抜本的改革のなかでとらえ
ない限り、いつまでたってもくだ
らない議論の連鎖である。

総合事業は自治体間の格差が
大きく、サービスの担い手の質
も担保されていません。また、
総合事業の報酬単価が低く、
当初の目的であった多様な主
体の参加も進んでいません。介
護保険担当の老健局長自体が
「多様な主体による多様なサー
ビスの普及、という点で必ずし
も十分に進んでいないと指摘を
受けている」と言う始末。この現
状において要介護１．２の方々
まで総合事業に移行するとなる
と、多くの地域で担い手不足が
進み、誰をケアするか選別せざ
るを得ない状況が訪れかねま
せん。介護保険制度は残って
も、介護崩壊が進行し取り返し
のつかない事態になり、絶対に
反対です。

５　介護保険制度改
革を公約に取り上げ
るか？

介護保険制度改革と一言に
言っても、その中にはさまざま
な問題があるので、それらを全
て一括りにして公約に取り上げ
るかと言われても、望まれてい
る全ての件に関して取り上げる
ことができるかどうかは現状を
確認し、その内容を検討してみ
ないことにはわからない。ただ、
前項でも上げた通り、介護報酬
やその勤務形態等の改善につ
いては、今の担い手はもちろ
ん、将来の担い手も失いかねな
い状況であると思うので、早急
にやっていかなければならない
ことだと思います。

はい はい

回答を差し控えさえていただき
ます。政策として、年金、医療、
介護等を含め、社会保険制度
全般について、総合的な判断で
の政策を考えております。

いいえ

特に具体的に取り上げていな
いが、消費税廃止に伴う弱者
救済少子化を訴えていく。そう
する中で介護保険についても
多少は訴えて参りたい。

はい はい

6　議員になったとき
に社会保障の要望窓
口になれるか？

正直なところ、現在の状況では
議員になれるかどうかわからな
い。…というか、現状ではそれ
自体がかなり厳しい状況である
し、要望自体はうかがうことは
できるが、もし、万が一、議員に
なれたとしても現状や将来を見
越した上で総合的に判断しなけ
ればならないことも想定される
ので、全ての要望を受け入れて
実現するための窓口という意味
であるならばそれはできるかど
うかはわからないし、難しい部
分もでてくるかもしれないと思い
ます。

はい はい

まだ選挙前でもございますの
で、大変申し訳ございません
が、回答を差し控えさせていた
だきます。

はい はい はい


